
 

当事業所は、利用者に対し居宅介護支援事業のサービスを提供します。事業所の概要や提供され

るサービスの内容について次の通り説明します。 

 

１．事業経営法人 

法 人 名  社会福祉法人 さざなみ会 

法 人 所 在 地   滋賀県彦根市城町二丁目１３番３号 

代 表 者 氏 名   理事長 上 田  暁 成 

法人設立年月日  平成１３年７月２７日 

電 話 番 号  （０７４９）２７－１４１１ 

 

２．当事業所の概要 

事 業 所 名   さざなみ苑指定居宅介護支援センター 

事業所所在地   滋賀県彦根市城町二丁目１３番３号 

管 理 者 氏 名   管理者  原 田 若 子 

開 設 年 月 日   平成１４年８月１日 

事業所の指定番号  ２５７０２００３４１ 

電話・FAX 番号  TEL（０７４９）２７－１５６４  FAX（０７４９）２７－１４２９ 

サービスを提供する  

通常の事業実施地域  

 彦根市内 

 ※上記以外でも、ご希望があればご相談下さい。 

事 業 の 目 的  

 要介護者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて本人や家族の意向

等をもとに、居宅サービスまたは施設サービスが適切に利用できるよう、サー

ビスの種類、内容等の計画を作成するとともに、適切なサービスの提供が確保

されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便

宜の提供を行うことを目的とする。 

事 業 の 方 針  

①利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその

有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行

う。 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基

づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合

的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。 

③利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者及び家族の立場にたって、利

用者に提供する指定居宅サービス事業者等の選定に当たり、特定の種類また

は指定居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行

う。 

④事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居

宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努める。 

⑤利用者の人権の擁護、虐待防止等のための必要な体制の整備を行う。 

⑥上記の他、「彦根市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例」を遵守する。 
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３．併設事業所 

 当事業所には、次の施設（事業所）が併設されています。 

区     分 事業所指定番号 利用定員 事業開始年月日 

介護老人福祉施設(従来型) 滋賀県指定第2570200341号 ５４人 平成14年8月1日 

介護老人福祉施設(ユニット型) 滋賀県指定第2570201091号 ４０人 平成22年6月1日 

短期入所生活介護施設 滋賀県指定第2570200341号 １６人 平成14年8月1日 

通 所 介 護 事 業 所  滋賀県指定第2570200341号 ３５人 平成14年8月1日 

認知症対応型共同生活介護施設 滋賀県指定第2570200341号  ９人 平成14年8月1日 

 

４．当事業所の営業日及び営業時間 

営 業 日 と 営 業 時 間 月曜日～金曜日（1月 1日は除く）  ８：４５～１７：３０ 

担当介護支援専門員  原田 若子 ・ 田中 美加 

営業日・営業時間以外の連絡先  （０７４９）２７－１４１１ 

   ※営業日・営業時間以外でもお気軽にご相談下さい。 

 

５．当事業所の職員の配置体制 

当事業所では、ご利用者に対してサービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。 

職 名 業 務 内 容 配置人数 

管理者 

(主任介護支援専門員) 

事業所の従業員の管理及び事業の管理を一元的に行うととも

に、自らも指定居宅支援の提供にあたる。 

常勤１名 

（兼務） 

介護支援 

専門員 

要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置

かれている環境等に応じて居宅サービスまたは施設サービス

を適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作

成すると共に、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サ

ービス事業者、介護保険施設などの連絡調整等を行う。 

常勤２名 

補助職員 管理者および介護支援専門員の業務を補助する。 常勤若干名(兼務) 

 

６．提供するサービスの内容 

内  容 提  供  方  法 

居宅サービス計画の作

成と各サービス提供事

業者との調整 

利用者と共に、利用者に必要な援助を考え、サービス担当者会議等を

行い、居宅サービス計画を作成します。また、各サービス利用に関す

る事業者との調整をします。 

サービスの実施状況お

よび課題の把握 

1 ケ月に 1 回以上、担当の介護支援専門員がお宅に訪問する等によ

り、サービスの内容が適切かどうか等について話し合いを行います。

また、利用者の求めに応じてサービス提供記録等を開示いたします。 

給  付  管  理  

介護保険を使って受けられるサービスについて、実際にサービスが

受けられる範囲やサービスの種類などについて調整し、また、サービ

スが計画通りに提供されたか等を確認して、給付管理を行います。 

要介護認定の協力援助 
利用者が要介護認定の変更や、更新認定を受けるについて、申請を

代行したり、その他必要な支援を行います。 

利用者からの相談の対

応 

介護保険や介護に関することについて、どういった内容であっても

ご相談をお受けいたします。 
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７．利用料金 

 利用料金・費用は「重要事項説明書別紙」の記載のとおりです。（全額介護保険により負担されま

す。） 

介護報酬等の変更が行われた場合は、新たな料金に基づき「重要事項説明書別紙」を作成交付し

ます。 

 

８．指定居宅サービス事業所の紹介について 

 利用者は、居宅サービス計画を作成するにあたり、複数の指定居宅サービス事業所等の紹介、及び居

宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所の選定理由の説明を求めることができます。 

 

９．入院時の連絡について 

 利用者が、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員へ連絡をお願

いいたします。また、担当介護支援専門員の氏名および連絡先を病院または診療所へ伝えていただくよ

うお願いいたします。 

 

１０．緊急時の対応について 

 利用者が、事故・その他やむを得ない事情により、営業時間外に担当介護支援専門との連絡を必要と

する場合には、下記の電話番号へ連絡いただければ２４時間いつでも担当介護支援専門員へ連絡をし、

支援の提供を行います。 

 

緊 急 連 絡 先 

特別養護老人ホームさざなみ苑 
ＴＥＬ ０７４９－２７－１４１１ 

ＦＡＸ ０７４９－２７－１４２９ 

 

１１．契約の解除 

 利用者および事業者は、以下の場合には、この契約を解除することができます。 

 ① 利用者は当事業所に対し、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解除することがで

きます。ただし、緊急の入院などやむを得ない場合は、この限りではありません。 

 ② 当事業所は、事業の廃止や事業継続をする上において、やむを得ない事情が発生した場合、利用

者に対して契約終了日の１ヶ月前までに理由を示した文書で通知する事により、契約を解除する

ことができます。この場合、当事業所は他の指定居宅介護支援事業所に関する情報をお伝えする

等、利用者続けて滞りなく介護保険のサービスを受ける事ができるよう、手配または相談、協力

をいたします。 

 

１２．契約の終了 

契約の解除が行われた場合又は、以下の場合には自動的に契約は終了します。 

 ① 利用者が介護保険施設に入所した場合 

   介護保険施設へ入所するにあたっては、必要な支援を行います。 

 ② 利用者が要介護認定でなくなった場合 

   地域の保健福祉サービスの情報提供など必要な支援を行います。 

③ 利用者がお亡くなりになった場合 

ただし、②の場合には、双方の話し合いにより、再度要介護状態になられた場合を想定して契約

解除を一時保留とし、事業を再開することができます。 
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１３．損害賠償 

利用者に対して当事業所の責任において賠償すべき事由が起こった場合には、利用者にその損害を賠

償いたします。 

 

１４．苦情・相談等の受付について 

 当事業所のサービスおよび居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについて、苦情・相

談等は、以下の専用窓口で受け付けます。 

（１）当事業所における苦情相談等受付窓口 

     （主任介護支援専門員） 原田 若子 

電話番号 ０７４９-２７-１５６４  ＦＡＸ ０７４９-２７-１４２９ 

   

 当事業所では、第三者委員を設置しています。連絡いただければ取り次ぎいたします。 

          第三者委員 川合 一弘 ・ 若林 圭子 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

機   関   名 連    絡    先 

彦根市役所福祉保健部 

高齢福祉推進課 

彦根市八坂町1900番地４（くすのきセンター２F） 

電話番号 （０７４９）２４‐０８２８ 

ＦＡＸ  （０７４９）２４‐５８７０ 

滋賀県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 

大津市中央4丁目5番9号 

電話番号 ０７７－５１０－６６０５ 

ＦＡＸ  ０７７－５１０－６６０６ 

   ※ 上記以外で、各保険者の介護保険担当課も苦情受付窓口があります。 

※ 成年後見制度・権利擁護においても、受付機関がありますので、相談いただければ紹

介いたします。 

 

１５．個人情報の保護と個人のプライバシー保護 

  当事業所がサービスを提供する際に、利用者及びその家族に関して当事業所が知り得た情報については、

個人情報保護法に基づいて、サービス担当者会議等の利用者へのサービス提供のために必要な業務以外には

決して他に漏れないようにいたします。 

  サービスの提供に関わって、利用者及びその家族の情報を他の事業者等と共有する必要がある場合には、

あらかじめ利用者及びその家族に説明し、文書により同意をいただくと共に、利用者及びその家族のプライ

バシー保護に留意いたします。 
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令和   年   月   日 

 

 

居宅介護支援事業のサービスについて、本書面に基づいて重要事項の説明を行いました。 

 

 

事業者  所在地 滋賀県彦根市城町二丁目１３番３号     

                    名 称 さざなみ苑指定居宅介護支援センター  ㊞ 

 

説明者  所 属 さざなみ苑指定居宅介護支援センター    

                    職氏名 介護支援専門員             ㊞ 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

 

本 人 住 所                     

氏 名                   ㊞ 

（代理人） 住 所                     

氏 名                   ㊞ 
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【 重 要 事 項 説 明 書 別 紙 】 

さざなみ苑指定居宅介護支援事業利用料金 

令和６年４月１日 

利用料金等 

 ①居宅介護支援費 

   介護サービス提供開始後１ケ月あたりの利用料金は下記の通りです。 

    介護支援専門員の取扱件数が４５件未満の場合（居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）） 

     要介護１又は要介護２      １１，３１６円 

     要介護３、要介護４又は要介護５ １４，７０２円 

    介護支援専門員の取扱件数が４５件以上６０件未満の場合（居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）） 

     要介護１又は要介護２       ５，４９１円 

     要介護３、要介護４又は要介護５  ７，１１６円 

    介護支援専門員の取扱件数が６０件以上の場合（居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅲ）） 

     要介護１又は要介護２       ３，２９２円 

     要介護３、要介護４又は要介護５  ４，２７２円 

  ※看取り期おける利用者に対し、居宅サービス等の利用に向けて退院時等にケアマネジメント業務

を行ったものの利用者が亡くなられたことによりサービス利用に至らなかった場合、すでにケア

マネジメント業務や給付管理のための準備が行われている場合、介護保険サービスが提供された

ものと同等に取り扱うことが認められる場合は、居宅介護支援費を算定されます。 

※利用者に介護保険が提供される場合は、利用料を支払う必要はありません。（全額介護保険により

負担されます。）ただし、利用者が以前に介護保険料の滞納がある場合には、利用者より料金をい

ただき、当事業所が発行する指定居宅介護支援提供証明書をもって、後日市町村の窓口に提出し

ますと、差額の払い戻しを受けることができます。 

 ②各種加算料金 

  ・初回加算                        ３，１２６円 

新規、または、要支援者が要介護認定を受けた場合、要介護状態区分が２区分以上変更された

場合に居宅サービス計画を作成した際に加算されます。    

・通院時情報連携加算                     ５２１円 

    利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況・生活環境等の情報提

供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けたうえで、居宅サービス計画に記

録した場合に月１回を限度として加算されます。 

  ・入院時情報連携加算（Ⅰ）                ２，６０５円 

    利用者が病院又は診療所に入院するにあたって、当該病院又は診療所に対して利用者に係る必

要な情報を入院した日のうちに提供した場合に加算されます。（入院日以前の情報提供を含む。）

（営業時間終了後または営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。） 

  ・入院時情報連携加算（Ⅱ）                ２，０８４円 

    利用者が病院又は診療所に入院するにあたって、当該病院又は診療所の職員に対して利用者に

係る必要な情報を入院した日の翌日または翌々日に提供した場合に加算されます。（営業時間

終了後に入院した場合であって、入院日から起算して３日目が営業日でない場合は、その翌日

を含む。） 

  ・退院・退所加算                      

    利用者の退院・退所に当たって、当該入院・入所先の職員と面談を行い、利用者に関する必要

な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービ
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スの利用に関する調整を行った場合に、下記の区分に従い、入院又は入所期間中につき１回を

限度として加算されます。 

  ・退院・退所加算（Ⅰ）イ                 ４，６８９円 

入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法に

より１回受けている場合。 

・退院・退所加算（Ⅰ）ロ                 ６，２５２円 

    入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンスにより１回受

けている場合 

  ・退院・退所加算（Ⅱ）イ                 ６，２５２円 

    入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法に

より２回以上受けている場合 

  ・退院・退所加算（Ⅱ）ロ                 ７，８１５円 

    入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、２回受けており、その内１回

以上はカンファレンスによる場合。 

 ・退院・退所加算（Ⅲ）                  ９，３７８円 

    入院・入所先の職員から当該利用者に係る必要な情報の提供を、３回以上受けており、その内

１回以上はカンファレンスによる場合。 

・緊急時等居宅カンファレンス加算             ２，０８４円 

    病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の医師又は看護師とともに居宅を訪問

し、カンファレンスを行い、必要に応じ利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの調整

を行った場合に月２回を限度として加算されます。 

  ・ターミナルケアマネジメント加算             ４，１６８円 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者またはその家

族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、その情報を主

治医および居宅サービス事業者に提供した場合に加算されます。（死亡日及び死亡日前 14日以

内の間に２日以上、情報を提供した場合に加算） 

 

※ 上記の加算についての、利用料のお支払は、利用料と同様の扱いとなります。 

 

 ③交通費 

通常の事業の実施地域（彦根市）以外の居宅への訪問の場合、介護支援専門員の交通費として１

回の訪問につき、実施地域より越えて片道１kmあたり 100 円をご負担いただきます。 

 

 


